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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 

   ２ Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の単元株式数は1,000株であります。Ａ種優先株式及びＢ種優先株式につい

ては、会社法第322条第２項による規定を定款に定めておりません。また、議決権を有しないＡ種優先株式

及びＢ種優先株式は、資金調達の多様化及び資本の増強を図ることを目的として発行しております。 

   ３ Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

  

  
(１) 剰余金の配当 

当会社は、定款第59条第１項に定める期末配当および同条第２項に定める剰余金の配当につき、Ａ種優先株式

を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)およびＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式

質権者」という。)に対して、普通株主および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい

う。)への配当と同額の配当を行う。 

(２) 中間配当 

当会社は、定款第60条に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者への配当と同額の中間配当を行う。 

(３) 残余財産の分配 

当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に

対して、Ａ種優先株式１株当たり200円を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払い、普通株式１株

当たりの残余財産分配額が200円を超える場合、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株式

と同額になるまでの残余財産分配額をさらに支払う。 

(４) 議決権 

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 93,821,000

Ａ種優先株式 10,000,000

Ｂ種優先株式 4,000,000

計 107,821,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成21年10月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年１月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 45,964,842 同左
㈱ジャスダック
証券取引所

   (注) １

Ａ種優先株式 10,000,000 同左 非上場    (注) ２、３

Ｂ種優先株式 3,000,000 同左 非上場    (注) ２、３

計 58,964,842 同左 ― ― 

 Ａ種優先株式の内容
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(５) 買入 

当会社は、すべてのＢ種優先株式が当会社に取得された場合に限り、いつでもＡ種優先株式の全部または一部

を買入れることができる。この買入価額は、Ａ種優先株式１株当たり、当会社の取締役会が買入れを決定した日

に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所(当会社が株式会社東京証券取引所に上場した場合には株

式会社東京証券取引所を指すものとし、以下「株式会社ジャスダック証券取引所等」という。)における当会社

の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位

まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。ただし、上記平均値が200円を下回る場合は、買入価

額は、Ａ種優先株式１株当たり200円とする。 

(６) 取得請求権 

①Ａ種優先株主は、平成20年11月１日以降、すべてのＢ種優先株式が当会社に取得された場合に限り、毎事業年

度においていつでも、Ａ種優先株式の全部または一部を、Ａ種優先株式１株につき下記②で定める金額(以下

「Ａ種優先株式償還請求対価」という。)を対価として取得することを当会社に請求すること(以下「Ａ種優先

株式償還請求」という。)ができる。かかるＡ種優先株式償還請求に基づく取得は、法令の定める範囲内で、

かつ、当該取得日の直前に開催された定時株主総会終結日の最終における当会社の分配可能額の２分の１相当

額から、当該定時株主総会終結日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの期間中にＡ種優先株

式の取得を既に行ったかまたは行う決定を行った分の価額および当該期間中に行われた当会社の株式(種類の

如何を問わない。)にかかる剰余金分配金額の合計額を控除した金額を限度とする。 

②「Ａ種優先株式償還請求対価」は、Ａ種優先株式償還請求のあった日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダッ

ク証券取引所等における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない

日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。 

(７) 普通株式への取得請求権 

Ａ種優先株主は、下記の条件によりその有するＡ種優先株式の当会社の普通株式への転換(取得と引換えに当

会社の普通株式を交付することをいう。以下同じ。)を請求することができる。 

  

                         記 

  

  ①転換請求期間     平成19年11月１日から平成27年10月30日まで 

    ②当初転換価額     200円とする。 

    ③転換価額の調整 

（ⅰ）当会社がＡ種優先株式を発行後、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合には、転換価額は、下記

の算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整される。 

  

                         記 

  

  

  

 
        転換後の調整価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

(ア) 転換価額調整式で使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合 

(イ) 株式分割により普通株式を発行する場合 

(ウ) 転換価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式また

は転換価額調整式で使用する時価を下回る価額の払込をもって普通株式の発行を請求できる新株

予約権または新株予約権付社債を発行する場合 

（ⅱ）合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必

要とする場合には、（ⅰ）に準じて適宜調整される。 

（ⅲ）転換価額調整式で使用する時価は、上記（ⅰ）(ア)、(イ)、(ウ)の行為を行うことにつき当会社の取締

役会の決定がなされた日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所等における当会社の普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

（ⅳ）転換の効力発生日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所等における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）が②記載の当初転換価額または、上記（ⅰ）ないし

（ⅲ）により算出された転換価額を下回る場合、当該平均値を転換価額とする。ただし、当該転換価額

は60円を下回らないものとする。 

④転換により発行すべき普通株式数 Ａ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数はＡ種優先株

主が転換請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額の総額を転換価額で除した数とする。普通株式の数

の算出に当たって１株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従う。 

  新規発行普通株式数×

  
既発行普通株式数＋

１株当たりの払込金額

 
調整後転換価額＝調整前転換価額×

１株当たり時価

 既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
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⑤転換の効力発生 転換の効力は、転換請求書およびＡ種優先株式の株券が当会社または当会社の指定する者

に到着した日に発生する。 

(８) 一斉取得条項 

当会社は、転換請求期間の末日の翌日(以下「Ａ種優先株式一斉転換基準日」という。)に残存するＡ種優先株

式(なお、Ａ種優先株式一斉転換基準日の前日までに、Ａ種優先株式償還請求が行われたＡ種優先株式を除く。)

を、同日の翌営業日以降の日で別途取締役会の定める日をもってすべて取得するものとする。当会社は、Ａ種優

先株式と引換えに、Ａ種優先株式の発行価額の総額をＡ種優先株式１株当たり、転換請求期間の最終日に適用の

あった転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の数の算出に当たって１株未満の端数が生

じた場合には、会社法第234条に従う。 

(９) 株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式についての株式の分割または併合を行わない。当会社は、

Ａ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て

または新株予約権無償割当ては行わない。 

  

  
(１) 剰余金の配当 

当会社は、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)およびＢ種優先株式の登録株式質権者

(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対して、次に定める額の期末配当金(以下「Ｂ種優先配当金」と

いう。)を金銭にて支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、下記④に定める中間配

当金(以下「Ｂ種優先中間配当金」という。)を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額とする。 

  ①Ｂ種優先配当金 

当会社が定款第59条第１項に定める期末配当を行うときは、普通株主または普通登録株式質権者およびＡ種

優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、その払込金額に、当該期末配

当の基準日の属する事業年度における以下に定める配当年率(以下「Ｂ種優先株式配当年率」という。)を乗

じて算出した額(ただし、平成19年10月31日を基準日とするＢ種優先配当金については、この額に、払込期

日(同日を含む。)から平成19年10月31日(同日を含む。)までの期間につき１年365日として日割計算により

算出される金額)(円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。)を支払う。 

「Ｂ種優先株式配当年率」は、各事業年度について、次の算式により計算される年率とする。 

・平成19年10月31日に終了する事業年度から平成21年10月31日に終了する事業年度の配当年率：7.00％ 

・平成22年10月31日に終了する事業年度から平成24年10月31日に終了する事業年度の配当年率：8.00％ 

・平成25年10月31日に終了する事業年度およびこれ以降の各事業年度の配当年率：9.00％ 

  ②累積条項 

ある事業年度に属する日を基準日とする剰余金の配当において、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権

者に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降

に累積し、累積したＢ種未払配当金(以下「Ｂ種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以

降に属する日を基準日とする剰余金の配当に際して、Ｂ種優先配当金、普通株主または普通登録株式質権者

およびＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立って、Ｂ種累積未払配当金

をＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して支払う。 

  ③非参加条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当をしな

い。 

  ④Ｂ種優先中間配当金 

当会社が定款第60条に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、

普通株主または普通登録株式質権者およびＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先

株式１株につき当該中間配当の基準日の属する事業年度に適用のあるＢ種優先株式配当年率を基準として算

定したＢ種優先配当金の額の２分の１に相当する金額を優先中間配当金として支払う。 

(２) 残余財産の分配 

当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に

対して、Ｂ種優先株式１株当たり1,000円(以下「Ｂ種残余財産分配額」という。)に残余財産分配の日までの累

積未払配当相当額を加算した金額を、普通株主または普通登録株式質権者およびＡ種優先株主またはＡ種優先登

録株式質権者に先立って、支払う。 

(３) 議決権 

Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。ただし、Ｂ種

優先株主は、３事業年度連続してＢ種優先配当金を支払う旨の議案が定時株主総会に提出されない場合またはそ

の議案が否決された場合、当該３事業年度のうち最終事業年度に関する定時株主総会の終結のときよりＢ種累積

未払配当金相当額を含めたＢ種優先配当金の全部の支払いを受ける旨の剰余金処分議案決議がなされるときま

で、株主総会における議決権を有する。 

 Ｂ種優先株式の内容
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(４) 取得請求権 

①Ｂ種優先株主は、払込期日の翌日以降、下記(６)に定める一斉転換基準日の前日(同日を含む。)までいつで

も、Ｂ種優先株式の全部または一部を、Ｂ種優先株式１株につき下記②に定める金額(以下「Ｂ種優先株式

償還請求対価」という。)の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること(以下「Ｂ種優先株式償

還請求」という。)ができる。かかるＢ種優先株式償還請求に基づく取得は、法令の定める範囲内で、か

つ、当該取得日の直前に開催された定時株主総会終結日の最終における当会社の分配可能額の２分の１相当

額から、当該定時株主総会終結日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの期間中にＢ種優先

株式の取得を既に行ったかまたは行う決定を行った分の価額および当該期間中に行われた当会社の株式(種

類の如何を問わない。)にかかる剰余金分配金額の合計額を控除した金額を限度とする。 

②「Ｂ種優先株式償還請求対価」は、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)累積未払配当

金相当額、および(ⅲ)払込金額相当額に取得日の直前に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日

(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して対応する事業年度に適用されるＢ種優

先株式配当年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じること

により算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)の和とする。 

(５) 随時取得条項 

①当会社は、Ｂ種優先株式の全部または一部を、払込期日の翌日以降、下記(６)に定めるＢ種優先株式一斉転

換基準日の前日(同日を含む。)までいつでも、当会社の取締役会決議に基づき、Ｂ種優先株式１株につき、

下記②に定める金額(以下「Ｂ種優先株式随時取得対価」という。)の金銭を支払うことと引換えに、Ｂ種優

先株主またはＢ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することができる。一部を取得するとき

は、按分比例の方法により行う。 

②「Ｂ種優先株式随時取得対価」は、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)払込金額相当

額に払込期日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して下記③に定める随時取得

金額算定利率の利率で計算される金額(１事業年度に満たない期間についてはかかる期間の実日数を分子と

し365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を四捨五入する。)、(ⅲ)累積未払配当金相当額、および(ⅳ)払込金額相当額に取得日の直前に開催さ

れた定時株主総会が属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対

して対応する事業年度に適用されるＢ種優先株式配当年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を

分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。)の和とする。 

③「随時取得金額算定利率」は、払込期日から４年後の応当日以降に終了する事業年度の末日まで年率

2.00％、かかる事業年度の末日の翌日以降は年率3.00％とする。 

(６) 一斉取得条項 

当会社は、払込期日から７年後の応当日(以下「Ｂ種優先株式一斉転換基準日」という。)に残存するＢ種優先

株式(なお、Ｂ種優先株式一斉転換基準日の前日までに、Ｂ種優先株式償還請求が行われたＢ種優先株式または

上記(５)に定める取得条項に基づく取得が行われたＢ種優先株式を除く。)を、Ｂ種優先株式一斉転換基準日の

翌営業日以降の日で別途取締役会で定める日をもってすべて取得するものとする。当会社は、Ｂ種優先株式の取

得と引換えに、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)累積未払配当金相当額、および(ⅲ)払

込金額相当額にＢ種優先株式一斉転換基準日の直前に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日(同日を

含む。)からＢ種優先株式一斉転換基準日の前日(同日を含む。)までの期間に対して対応する事業年度に適用さ

れるＢ種優先株式配当年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じ

ることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)の和を、Ｂ

種優先株式一斉転換基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社ジャスダック証券取引所等における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)の90％(ただ

し、当該価格が算定できない場合は、当会社とＢ種優先株主が別途合意する第三者機関の算定する時価の90％と

する。なお、第三者機関の指名に関する協議開始後30日以内に合意に達しない場合は、当会社とＢ種優先株主が

それぞれ指名した第三者機関の算定する時価の平均値の90％とする。)(以下「一斉転換価額」という。)で除し

て得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値および一斉転換価額の計算は、円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。普通株式の数の算出に当たって１株未満の端数が生じた場合には、会社

法第234条に従う。 

(７) 株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式についての株式の分割または併合を行わない。当会社は、

Ｂ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て

または新株予約権無償割当ては行わない。 

(８) 優先順位 

①Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配の順位は、普通株式に優先し、Ｂ種優先株式にかかる優先配当金の支

払いおよび残余財産の分配の順位は、Ａ種優先株式および普通株式に優先する。 

②すべてのＢ種優先株式が当会社に取得されるまでの間は、すべてのＢ種優先株主の書面による事前の承諾が

ある場合を除き、当会社はＡ種優先株式を株主との合意により有償で取得せず、またＡ種優先株主はＡ種優

先株式償還請求できない。すべてのＡ種優先株式およびＢ種優先株式が当会社に取得されるまでの間は、す

べてのＡ種優先株主およびＢ種優先株主の書面による事前の承諾がある場合を除き、当会社は普通株式を株

主との合意により有償で取得しない。 

─ 19 ─



(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 平成17年11月24日に資本の減少を行い、資本の額4,000百万円を無償で減少しております。 

２ 平成17年11月25日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が普通株式10,000千株、Ａ種優

先株式10,000千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,000百万円増加しております。 

なお、Ａ種優先株式の内容につきましては、(１)株式の総数等②発行済株式の注記に記載しております。 

３ 平成18年１月27日の定時株主総会において資本準備金の欠損填補を行ったことにより、資本準備金が4,777

百万円減少しております。 

４ 平成19年１月30日開催の定時株主総会において、資本金を4,000百万円、資本準備金を3,144百万円減少する

ことを決議しております。 

５ 平成19年２月１日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が4,000,000株、資本金及び資

本準備金がそれぞれ2,000百万円増加しております。 

なお、Ｂ種優先株式の内容につきましては、（１）株式の総数②発行済株式の注記に記載しております。 

６ 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものでありま

す。 

７ 平成20年１月30日に、その他資本剰余金を原資としたＢ種優先株式に対する配当209百万円を実施したこと

に伴い、資本準備金が20百万円増加しております。 

８ 平成20年12月26日開催の取締役会においてＢ種優先株式の一部500,000株を取得及び消却することを決議し

平成21年１月30日に実施いたしました。 

９ 平成21年６月５日開催の取締役会においてＢ種優先株式の一部500,000株を取得及び消却することを決議し

平成21年６月９日に実施いたしました。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成17年11月24日 
(注)１ 

─ 35,964,842 △ 4,000 3,873 ― 5,922

平成17年11月25日 
(注)２ 

20,000,000 55,964,842 2,000 5,873 2,000 7,922

平成18年１月27日 
(注)３ 

─ 55,964,842 ― 5,873 △ 4,777 3,144

平成19年２月１日 
(注)４ 

─ 55,964,842 △ 4,000 1,873 △ 3,144 ―

平成19年２月１日 
(注)５ 

4,000,000 59,964,842 2,000 3,873 2,000 2,000

平成20年１月30日 
(注)６ 

─ 59,964,842 ─ 3,873 △ 2,000 ―

平成20年１月30日 
(注)７ 

─ 59,964,842 ─ 3,873 20 20

平成21年１月30日 
(注)８ 

△500,000 59,464,842 ─ 3,873 ─ 20

平成21年６月９日 
(注)９ 

△500,000 58,964,842 ─ 3,873 ─ 20
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(5) 【所有者別状況】 

①普通株式 

平成21年10月31日現在 

 
(注) １ 自己株式90,222株は「個人その他」に90単元及び「単元未満株式の状況」に222株を含めて記載しておりま

す。 

２ 証券保管振替機構名義株式8,000株は「その他の法人」に８単元を含めて記載しております。 

  

②Ａ種優先株式 

 平成21年10月31日現在 

 
  

③Ｂ種優先株式 

 平成21年10月31日現在 

 
  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等 個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 

─ 12 13 117 3 ― 3,575 3,720 ―

所有株式数 
(単元) 

─ 2,918 1,044 12,726 31 ― 28,985 45,704 260,842

所有株式数 
の割合(％) 

─ 6.39 2.28 27.84 0.07 ― 63.42 100.00 ―

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等 個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 

─ ─ ─ 1 ─ ─ ─ 1 ―

所有株式数 
(単元) 

─ ─ ─ 10,000 ─ ─ ─ 10,000 ―

所有株式数 
の割合(％) 

─ ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 100.00 ―

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等 個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数 
(単元) 

― ― ― 3,000 ― ― ― 3,000 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
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(6) 【大株主の状況】 

①所有株式数別 

平成21年10月31日現在 

 
(注) １ (有)東日本ハウスホールディングスの所有株式数には、議決権を有しないＡ種優先株式10,000,000株を含 

めて記載しております。 

２ ＭＨメザニン投資事業有限責任組合の全所有株式数は、議決権を有しないＢ種優先株式であります。 

  

②所有議決権数別 

  平成21年10月31日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

(有)東日本ハウスホールディン
グス 

東京都中央区日本橋二丁目６番５号 20,000 33.92

中 村  功 岩手県盛岡市 4,274 7.25

東日本ハウス社員持株会 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 4,236 7.19

ＭＨメザニン投資事業有限責任 
組合 

東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 3,000 5.09

東日本ハウス互助会 岩手県盛岡市長田町２番20号 1,815 3.08

東友会・東盛会持株会 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 1,752 2.97

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,323 2.24

みずほインベスターズ証券㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番30号 956 1.62

成田 和幸 東京都文京区 469 0.80

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 442 0.75

計 ― 38,268 64.90

氏名又は名称 住所
所有議決権数 

(個)

総株主の議決権
に対する 

所有議決権数 
の割合(％)

(有)東日本ハウスホールディン
グス 

東京都中央区日本橋二丁目６番５号 10,000 21.92

中 村  功 岩手県盛岡市 4,274 9.37

東日本ハウス社員持株会 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 4,236 9.29

東日本ハウス互助会 岩手県盛岡市長田町２番20号 1,815 3.98

東友会・東盛会持株会 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 1,752 3.84

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,323 2.90

みずほインベスターズ証券㈱ 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目10番30号 956 2.10

成田 和幸 東京都文京区 469 1.03

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 442 0.97

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 420 0.92

計 ― 25,687 56.31
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成21年10月31日現在 

 
(注) １ 単元未満株式には、当社所有の自己株式222株が含まれております。 

２ 完全議決権株式(その他)の欄には、証券保管振替機構名義の株式8,000株(議決権８個)が含まれておりま

す。 

３ Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容は、１「株式等の状況」(１）株式の総数等 ② 発行済株式の注

記に記載しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成21年10月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 

Ａ種優先株式
10,000,000 

― ―

Ｂ種優先株式
3,000,000 

― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 
90,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 
 普通株式 

45,614,000 
45,614 ― 

単元未満株式 
 普通株式 

260,842 
― ― 

発行済株式総数 58,964,842 ― ― 

総株主の議決権 ― 45,614 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
東日本ハウス㈱ 

岩手県盛岡市長田町
２番20号 

90,000 ─ 90,000 0.2

計 ― 90,000 ─ 90,000 0.2

─ 23 ─



  【株式の種類等】  

   会社法第155条第１号によるＢ種優先株式の取得及び会社法第155条第７号による普通株式の取得 

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

会社法第155条第１号によるＢ種優先株式の取得 

 
  

会社法第155条１号によるＢ種優先株式の取得 

 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

会社法第155条７号による取得 

 
 (注)当期間における取得自己株式には、平成22年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満

   株式の買取りによる株式数は含まれておりません。          

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会（平成20年12月26日）での決議
状況（取得日 平成21年１月30日） 

500,000 528,600

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 500,000 528,600

残存決議株式の総数及び価額の総額 ─ ─

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ─ ─

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合（％） ─ ─

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会（平成21年６月５日）での決議
状況（取得日 平成21年６月９日） 

500,000 544,600

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 500,000 544,600

残存決議株式の総数及び価額の総額 ─ ─

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ─ ─

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合（％） ─ ─

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 10,800 1,220

当期間における取得自己株式 1,348 150
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
 (注)当期間における保有自己株式数には、平成22年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 

買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。 
  

区分 株式の種類
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の
総額(千円)

株式数(株)
処分価額の
総額(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

─ ─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 Ｂ種優先株式 1,000,000 1,073,200 ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

─ ─ ─ ─ ─

その他(単元未満株式の買増請求に 
よる売渡) 

普通株式 2,900 318 ─ ─

保有自己株式数 普通株式 90,222 ─ 91,570 ─
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当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策のひとつと考えており、安定的な配当を実施できる財

務体質の改善を積極的に推進し、経営基盤の強化に努め内部留保の確保などを総合的に勘案し、利益配分

を実施していく方針であります。 

 当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお「取締役会

の決議によって毎年４月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めておりま

す。 

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ

ります。 

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、普通株式につきましては、１株当た

り２円といたしました。また、優先株式につきましては、定款及び発行要綱の定めに基づき、Ａ種優先株

式は１株当たり２円、Ｂ種優先株式は１株当たり70円の配当といたしました。 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

(1) 普通株式 

① 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。なお、第37期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の

公表のものであります。 

  

② 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。 

  

(2) Ａ種優先株式 

当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。 

  

(3) Ｂ種優先株式 

当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日 株式の種類
配当金の総額 １株当たり
（百万円） 配当額（円）

平成22年１月28日 
普通株式 91 2.00 

定時株主総会決議 

平成22年１月28日 
Ａ種優先株式 20 2.00 

定時株主総会決議 

平成22年１月28日 
Ｂ種優先株式 210 70.00 

定時株主総会決議 

４ 【株価の推移】

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月 平成21年10月

最高(円)
409 

※209 
370 300 185 153

最低(円)
155 

※185 
260 126 73 94

月別 平成21年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 110 125 125 153 145 140

最低(円) 102 100 113 117 130 120
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長 
代表取締役

 成 田 和 幸 昭和28年４月20日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 469

平成２年12月 当社函館支店長 

平成５年１月 当社取締役就任 

平成６年11月 当社北海道ブロック長 

平成７年８月 当社首都圏ブロック長兼横浜支店

長 

平成13年７月 当社常務取締役就任 

平成13年11月 当社営業・技術本部副本部長 

平成14年４月 当社代表取締役社長就任兼営業・

技術本部長 

平成14年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 

専務取締役

北海道 
ブロック 
統轄兼 

札幌支店長

石 井 英 二 昭和26年８月16日生

昭和61年11月 当社入社 

(注)３ 53

平成６年11月 当社室蘭支店長 

平成13年５月 当社秋田支店長 

平成17年５月 当社執行役員就任 

平成17年５月 当社北関東ブロック統轄兼栃木支

店長 

平成17年11月 当社南北海道ブロック統轄兼札幌

支店長 

平成18年１月 当社取締役就任 

平成18年５月 当社常務取締役就任 

平成19年３月 当社北海道ブロック統轄兼札幌支

店長(現任) 

平成19年11月 当社専務取締役就任（現任） 

平成20年９月 当社執行役員就任 

常務取締役

東北 
ブロック 
統轄兼 

福島支店長

齋 藤 政 吉 昭和30年12月１日生

昭和49年３月 当社入社 

(注)３ 70

昭和62年９月 当社広島営業所長 

平成４年８月 当社豊橋支店長 

平成10年11月 当社三河支店長 

平成14年４月 当社福島支店長 

平成17年５月 当社執行役員就任 

平成17年５月 当社南東北ブロック統轄兼福島支

店長 

平成20年１月 当社取締役就任 

平成20年９月 当社執行役員就任 

平成20年11月 当社東北ブロック統轄兼福島支店

長（現任） 

平成20年12月 当社常務取締役就任（現任） 

取締役

中部 
ブロック 
統轄兼 

名古屋支店
長

鈴 木 直 一 昭和31年10月11日生

昭和51年３月 当社入社 

(注)３ 79

平成２年12月 当社福島支店長 

平成６年１月 当社取締役就任 

平成７年４月 当社東北ブロック長 

平成10年11月 当社生産技術部長 

平成11年12月 当社埼玉支店長 

平成13年11月 当社首都圏ブロック長 

平成14年４月 当社常務取締役就任 

平成16年４月 当社リフォーム事業部統轄 

平成17年11月 当社取締役就任（現任） 

平成17年11月 当社工場生産管理部長 

平成19年11月 当社東海ブロック統轄兼名古屋支

店長 

平成20年９月 当社執行役員就任 

平成21年11月 当社中部ブロック統轄兼名古屋支

店長(現任) 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役

北関東 
ブロック 
統轄兼 

栃木支店長

沖 田 髙 広 昭和33年４月16日生

昭和52年３月 当社入社 

(注)３ 53

平成元年11月 当社八戸支店長 

平成14年５月 当社郡山支店長 

平成17年５月 当社執行役員就任 

平成17年５月 当社甲信ブロック統轄兼松本支店

長 

平成17年11月 当社北関東ブロック統轄兼栃木支

店長 

平成18年１月 当社取締役就任（現任） 

平成19年３月 当社関東甲信ブロック統轄兼栃木

支店長 

平成20年９月 当社執行役員就任 

平成21年11月 当社北関東ブロック統轄兼栃木支

店長(現任) 

取締役
経理・財務

担当
青 苅 雅 肥 昭和31年８月20日生

昭和50年３月 当社入社 

(注)３ 36

平成４年５月 当社南大阪営業所長 

平成10年11月 当社経理部長 

平成13年11月 当社財務部長 

平成16年11月 当社執行役員就任 

平成19年１月 当社取締役就任（現任） 

平成19年５月 当社財務・総務担当兼人事部長 

平成20年３月 当社経理部長 

平成20年９月 当社執行役員就任 

平成20年10月 当社経理担当 

平成20年11月 当社経理担当兼人事部長 

平成21年11月 当社経理・財務担当（現任） 

取締役

北海道 
ブロック 
副統轄兼 
函館支店長

中 川 政 輝 昭和45年12月27日生

平成３年４月 当社入社 

(注)３ 53

平成14年４月 当社函館支店長 

平成19年３月 当社北海道ブロック副統轄兼函館

支店長（現任） 

平成19年11月 当社執行役員就任 

平成22年１月 当社取締役就任（現任） 

取締役  立 山 繁 美 昭和37年５月１日生

昭和61年４月 住友生命保険相互会社入社 

(注)３ ─

平成13年１月 ゴールドマン・サックス・リアリ

ティ・ジャパン入社 

平成16年１月 ＳＭＦＧ企業再生債権回収㈱出向 

平成17年１月 ㈱ジェイ・ウィル・パートナーズ

入社 

平成18年１月 当社取締役就任(現任) 

常勤 
監査役

 中 村  均 昭和23年１月15日生

昭和47年５月 当社入社 

(注)４ 177

昭和55年９月 当社新潟支店長 

平成３年１月 当社取締役就任 

平成８年11月 当社北関東ブロック長 

平成13年11月 当社北陸甲信ブロック長兼金沢支

店長 

平成14年４月 当社金沢支店長 

平成16年１月 当社常勤監査役就任(現任) 
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(注) １ 取締役立山繁美は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役小杉道夫、飯塚良成の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 平成22年１月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までです。 

４ 平成20年１月29日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までです。 

５ 平成22年１月28日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までです。 

６ 平成22年１月28日開催の定時株主総会の時をもって辞任した前監査役花木哲男の補欠として選任されたた

め、当社定款の定めにより退任された前監査役の任期満了の時までとなります。従いましてその任期は、平

成20年１月29日後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで

す。 

７ 所有株式数欄に記載されているものはすべて普通株式であります。なお、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式を

を保有している取締役及び監査役はおりません。 

８ 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効

率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の

経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。 

  平成22年１月28日現在の執行役員は次のとおりであります。 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役  小 杉 道 夫 昭和22年12月14日生

昭和46年４月 ㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)

入行 

(注)５ ─

平成６年２月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)

赤羽支店長 

平成９年４月 ㈱第一勧銀銀行(現㈱みずほ銀行)

三鷹支店長 

平成11年２月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)

千葉支店長 

平成20年７月 ㈱テクノ菱和専務取締役 

平成21年１月 ㈱中部商事監査役就任(現任） 

平成22年１月 当社監査役就任(現任) 

監査役  飯 塚 良 成 昭和39年12月30日生

平成２年10月 センチュリー監査法人入所(現新

日本有限責任監査法人) 

(注)６ ─

平成６年８月 公認会計士登録 

平成16年６月 税理士登録 

平成16年７月 飯塚公認会計士事務所開設同所代

表(現任) 

平成17年６月 理想科学工業㈱監査役(現任) 

平成22年１月 当社監査役就任(現任) 

計  990 

 
 

氏名 職名

武 藤 清 和 東日本ハウス事業本部長 

真 田 和 典 Ｊ・エポックホーム事業本部長 

南 保   隆 住・リフォーム事業本部長 

引 間 健 治 
人事部付部長（㈱東日本ウッドワークス北海道社長兼㈱東日本ウッド

ワークス中部社長） 

名 久 井 善 宏 東北ブロック副統轄兼郡山支店長 

高 橋 正 明 北関東ブロック副統轄兼新潟支店長 

朝 日 茂 樹 南関東ブロック統轄兼横浜支店長 

小 野 寺 正 高 九州ブロック統轄兼福岡支店長 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識しており、株主の皆様をはじ

めとするステークホルダーからの信頼を重視し、経営の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化及び経営の

透明性を高め、企業価値と収益力の向上を図り信頼と期待に応えられる経営体制の構築を基本方針としてお

ります。 

  

① 会社の機関の内容 

イ 執行役員制度の導入 

平成16年４月30日付にて、執行役員制度を導入し、取締役会の「意思決定・監督機能」と執行役

員による「業務執行機能」を分離させることにより、意思決定の迅速化と経営効率の向上を図る体

制とし、業務執行に関する監査機能の強化、業務執行責任の明確化を図っております。 

  

ロ 取締役会 

取締役会は、平成21年10月31日現在８名（うち社外取締役は１名）で構成されており、経営の基

本方針、法令、定款、社内規程で定められた事項の意思決定をするとともに業務執行を監督する機

関として位置づけております。 

 取締役会は月１回の開催を原則としておりますが、その他必要に応じて重要事項の意思決定と業

績及び業務執行の進捗確認をし、監督機能の充実を図っております。 

 平成19年１月より経営責任を明確にするため取締役の任期を１年といたしました。 

  

ハ 監査役会 

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は平成21年10月31日現在３名（うち社外監査役

は２名）で構成しており、監査役会が定めた監査方針・業務分担に従い取締役会、その他重要な会

議に出席し取締役の職務執行を監査するとともに、業務全般についても監査を行っております。 

  

② 内部統制システムの整備状況 

イ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役、社員を含めた行動規範として「企業倫理憲章」「企業倫理行動基準」「企業倫理規程」

により研修等を通じ周知徹底を図っております。コンプライアンス委員会を設置し取締役の職務執

行が法令・定款その他社内規程及び社会規範に沿っているかを審議しております。取締役が他の取

締役の違法行為を発見した場合の、取締役会・監査役に対する報告及び違法行為のための是正措置

が円滑に図れるべく、「取締役会規則」「役員規程」「監査役会規程」の随時見直しにより体制整

備を図っております。職制ラインに支障がある場合 「社内通報規程」により、社内調査委員会を

通じて内容の確認・対策方針の決定・再発防止等の検討を行うこととしております。 

  

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

「文書管理規程」「規程類管理規程」を見直し、取締役の職務執行に係る情報を検索性の高い状

態で保存、運営・管理する体制を構築しております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、住宅市場、法制度、資材市場、人事労務等、当社の経営に重要な影響を及ぼす様々なリ

スクにつき「リスク管理規程」により、随時見直し、「個人情報管理規程」「情報管理規程」「文

書管理規程」についても随時見直しを行っております。個々のリスクについてのリスク管理責任者

を決定し、また主要なリスクを分類・定義し、リスク管理所管部にてその管理を行っております。

各部署においては、マニュアル等を整備し、種々の教育活動を通して会社のリスク低減に努めてお

ります。リスク管理規程の緊急対応として「危機管理規程」により有事の際に備え迅速かつ適切な

対応をできる体制としております。リスク委員会を設置し、当社のリスク管理について一元管理・

把握をしております。また内部監査部門は各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果につい

てリスク委員会と合議し、その結果を定期的に取締役会に報告する体制を構築しております。 

  

ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

定例の取締役会のほか、各種会議体において、審議・意思決定を行い、必要に応じて「取締役会

規則」「組織規程」「職務分掌規程」の見直しを行い各取締役の業務執行の効率化を図っておりま

す。 

  

ホ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

コンプライアンス体制の整備を図るため、「企業倫理憲章」「企業倫理行動基準」「企業倫理規

程」「社内通報規程」「コンプライアンス規程」を定め、社員の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保しております。またコンプライアンス委員会はコンプライアンス取組の基本事項を

定めるとともに、コンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス・マニュアル配布、

社内普及、促進に関する教育・研修の企画・推進を図っております。取締役、社員等の違法行為等

が発見された場合は、職制を通じた相談・通報を行い是正改善をとることとしております。職制ラ

インに支障がある場合には「社内通報規程」に定める社内通報制度の相談窓口に報告をし、社内調

査委員会を通じて内容確認・対策方針の決定・再発の防止等の検討を行うこととしております。 

  

ヘ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

「グループ企業倫理憲章」「グループ企業倫理行動基準」「グループ企業経営管理規程」を定め

適時報告体制を構築し、必要に応じて見直しを行っております。これにより当社のグループ会社に

対する経営管理全般の効率性、経営資源の有効活用を図るとともに、当社グループにおける違法行

為を認知したグループの社員は、当社「社内通報規程」に定める社内通報制度の相談窓口に報告し

社内調査委員会を通じて内容確認、対策方針の決定・再発防止策等の検討を行うこととしておりま

す。「グループ企業内部監査規程」により、適正な事業運営を管理する体制を構築しております。

  

ト 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役から補助使用人配属の求めがあった場合「監査役会規程」により、監査役室を設置し補助

使用人を置く事ができる体制としております。使用人の人事は取締役からの独立性の確保に留意

し、監査役と協議の上決定しております。 
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チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監

査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

「監査役会規程」「取締役会規則」の見直しにより取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項

及び時期について整備し体制を構築しております。監査役はコンプライアンス委員会をはじめ、各

種会議体に出席するなど、監査役が監査に資する情報を適宜集収しうる体制としております。「内

部監査規程」の見直しにより監査役監査の実効性及び効率性を高める体制としております。 

  

リ 財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社及びグループ企業は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効

かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報

告の適法性と適正性を確保する体制を構築しております。 

  

ヌ 反社会的勢力排除に向けた体制 

社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体からの不当要求に対しては、組織全

体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係をもたない体制を構築しており

ます。 

  

③ 会計監査の状況 

会計監査人につきましては、優成監査法人を選任をしており法令に基づく会計監査が適正に行われて

おります。 

  業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査法人 

 
 ※継続関与年数については全員７年以内であるため記載を省略しております。 

 ・会計監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士 ９名 

 会計士補等 12名 

 その他   ５名 

④ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社の社外取締役である立山繁美氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

 立山繁美氏は株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズのパートナーであり同社が運営・管理する有限

会社東日本ハウスホールディングスは当社普通株式10,000,000株、当社Ａ種優先株式10,000,000株をそ

れぞれ保有しております。 

 当社の社外監査役である花木哲男、石水親和の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。 

 花木哲男氏は有限会社富山瓦工事店代表取締役であり、同社は当社と外装施工・外装材納入の取引を

行っております。石水親和氏は当社グループとの間に資本的・人的関係及び取引関係その他の利害関係

はありません。 

公認会計士 所属する監査法人

指定社員 
加藤 善孝

優成監査法人

業務執行社員 

指定社員 
須永 真樹

業務執行社員 

指定社員 
宮崎  哲

業務執行社員 
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⑤ 報酬の内容 

イ 役員報酬 

  当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

   取締役に対する報酬    199百万円（うち社外取締役 １百万円） 

   監査役に対する報酬     13百万円（うち社外監査役 ３百万円） 

  

⑥ 当社定款における定めの概要 

イ 取締役の定数及び選任 

   当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。 

なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定

款に定めております。 

  

ロ 自己株式の取得 

自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165

条第２項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨

を定款に定めております。 

  

ハ 中間配当 

当社は、株主への安定的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年４

月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

  

ニ 取締役及び監査役の責任免除 

当社は、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）がその

役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の責任

につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範

囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。 

  

ホ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会における特別決議の要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款に定めております。 

  

ヘ 種類株式の議決権 

当社は、資金調達の多様化及び資本の増強を図ることを目的として、Ａ種優先株式及びＢ種優先

株式を発行しております。優先株式の議決権につきましては、優先株主は株主総会において議決権

を有しない（ただし、Ｂ種優先株主は、３事業年度連続してＢ種優先配当金を支払う旨の議案が株

主総会に提出されない場合またはその議案が否決された場合、当該３事業年度のうち最終事業年度

に関する定時株主総会の終結のときよりＢ種累積未払配当金相当額を含めたＢ種優先配当金の全部

の支払いを受ける旨の剰余金処分議案決議がなされるときまで、株主総会における議決権を有す

る）旨を定款に定めております。 

これらの優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先する代わりに、

議決権を制限する内容となっております。 

─ 33 ─



［業務執行・経営監視の仕組み］ 

 

  

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

 
  

② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の規模・事業の特性等の要素を総合

的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査公認会計士等と協議のうえ決定しております。 

  

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に 
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 ─ ─ 76 ─

連結子会社 ─ ─ 7 ─

計 ─ ─ 83 ─
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平成21年１月27日

東日本ハウス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東日本ハウス株式会社の平成19年11月１日から平成20年10月31日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東日本ハウス株式会社及び連結子会社の平成20年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成20年12月26日開催の取締役会におい

て、Ｂ種優先株式の一部を取得及び消却することを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

優成監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

 ２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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平成22年１月25日

東日本ハウス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
＜財務諸表監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東日本ハウス株式会社の平成20年11月１日から平成21年10月31日までの連結会計年度の連
結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・
フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当
監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、東日本ハウス株式会社及び連結子会社の平成21年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。 
  

追記情報 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用している。 
  

＜内部統制監査＞ 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東日本ハウス株

式会社の平成21年10月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及
び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部
統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記
載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として
行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含
め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
 当監査法人は、東日本ハウス株式会社が平成21年10月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

優成監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

 
 ２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途

保管している。 
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平成21年12月24日

東日本ハウス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東日本ハウス株式会社の平成19年11月１日から平成20年10月31日までの第40期事業年度の

訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表につい

て監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東日本ハウス株式会社の平成20年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成20年12月26日開催の取締役会におい

て、Ｂ種優先株式の一部を取得及び消却することを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

優成監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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平成22年１月25日

東日本ハウス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている東日本ハウス株式会社の平成20年11月１日から平成21年10月31日までの第41期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、東日本ハウス株式会社の平成21年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な会計方針２ たな卸資産の評価基準及び評価方法に記載されているとおり、会社は当事業年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用している。

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書
 

優成監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  加  藤  善  孝  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  須  永  真  樹  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  崎     哲  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。 

 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 東北財務局長 

【提出日】 平成22年１月28日 

【会社名】 東日本ハウス株式会社 

【英訳名】 HIGASHI NIHON HOUSE CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 田 和 幸 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市長田町２番20号 

 (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は 

  下記「最寄りの連絡場所」で行っております。 

 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 東日本飯田橋ビル 

【縦覧に供する場所】 東日本ハウス株式会社 札幌支店 

  (北海道札幌市西区二四軒三条四丁目１番８号) 

 東日本ハウス株式会社 埼玉支店 

  (埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目22番地９) 

 東日本ハウス株式会社 横浜支店 

  (神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目３番地１) 

 東日本ハウス株式会社 名古屋支店 

  (愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号) 

 東日本ハウス株式会社 大阪南営業所 

  (大阪府堺市西区浜寺船尾町西五丁68番) 

 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 



代表取締役社長成田和幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準

拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 
  

(1) 評価の基準日 

内部統制の評価の基準日は平成21年10月31日であります。 

(2) 評価の基準 

わが国において一般的に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しており

ます。 

(3) 評価の手続 

内部統制の有効性に関する評価について、次のとおり実施いたしました。 

① 全社的な内部統制の評価手続 

評価対象とする重要な事業拠点に対して、当グループでの財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制

の基本的要素ごとに整備及び運用評価を行いました。 

② 業務プロセスに係る内部統制の評価手続 

全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて評価対象とする重要な事業拠点にお

ける業務プロセスを分析し、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該要

点について整備及び運用の評価を行いました。 

(4) 評価の範囲 

当グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いた

しました。また、当該重要性は金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し、全社的な内部統制の評

価結果を踏まえて業務プロセスに係る内部統制の評価を行う重要な拠点を合理的に決定いたしました。

具体的範囲は以下に記載したとおりであります。 

① 全社的な内部統制の有効性の評価につきましては、当社と連結子会社１社を評価範囲といたしまし

た。なお、その他の連結子会社５社及び持分法適用非連結子会社１社につきましては、金額的及び質

的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。 

② 業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価につきましては、各事業拠点の連結会計年度の売上高

（連結会社間取引消去後）の金額が高い事業拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概

ね２／３に達している３事業拠点を「重要な事業拠点」としております。業務プロセスに係る有効性

の評価にあたりましては、選定した事業拠点の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、

完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る主要プロセスを評価対象といたしました。 
  

前事業年度に発生いたしました「不適切な会計処理」に関する再発防止策運用の業務プロセスを、内部

統制活動の評価対象といたしました。 
  

上記の評価の結果、平成21年10月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし

ました。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【前事業年度に発生した「不適切な会計処理」に係る内部統制活動について】

４ 【評価結果に関する事項】

５ 【付記事項】

６ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 東北財務局長 

【提出日】 平成22年１月28日 

【会社名】 東日本ハウス株式会社 

【英訳名】 HIGASHI NIHON HOUSE CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 田 和 幸 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役経理・財務担当 青 苅 雅 肥 

【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市長田町２番20号 

 (注)上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は 

  下記「最寄りの連絡場所」で行っております。 

 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８ 東日本飯田橋ビル 

【縦覧に供する場所】 東日本ハウス株式会社 札幌支店 

  (北海道札幌市西区二四軒三条四丁目１番８号) 

 東日本ハウス株式会社 埼玉支店 

  (埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目22番地９) 

 東日本ハウス株式会社 横浜支店 

  (神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目３番地１) 

 東日本ハウス株式会社 名古屋支店 

  (愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号) 

 東日本ハウス株式会社 大阪南営業所 

  (大阪府堺市西区浜寺船尾町西五丁68番) 

 株式会社ジャスダック証券取引所 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 



当社代表取締役社長 成田 和幸及び当社最高財務責任者 青苅 雅肥は、当社の第41期(自 平成20

年11月１日 至 平成21年10月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記

載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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